
：
鉱

．
　
　
能
．

．
　
要

し

第282号　（毎月1回1日発行1部30円）昭和36年1月16日第3種郵便物認可昭和57年10月1日

28No．2

0／57

結
婚
シ
ー
ズ
ン
に

　
十
月
は
俗
に
全
国
の
神
た
ち
が
出
雲

に
集
っ
て
男
女
の
組
合
せ
を
協
議
す
る

「
か
ん
な
づ
き
」
と
い
わ
れ
、
諸
国
の

神
殿
は
お
留
守
の
筈
な
の
に
結
婚
式
が

最
も
多
い
月
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
も

　
住
職
た
る
も
の
大
抵
は
二
つ
か
三
つ

の
結
婚
式
に
招
か
れ
、
．
上
席
を
与
え
ら

れ
、
祝
辞
を
乞
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
大
変
よ
い
お
話
を
な
ど
と

礼
を
い
わ
れ
、
祝
酒
に
頬
を
染
め
て
好

い
気
持
で
ご
帰
山
と
な
っ
て
い
る
が
、

実
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
和
尚
さ
ん
も
い
い
が
話
が
長
く
て
と

か
、
誰
で
も
知
り
過
ぎ
て
い
る
ぐ
ら
い

古
い
知
識
を
現
代
風
ぶ
っ
て
ひ
け
ら
か

し
て
墾
盛
（
ひ
ん
し
ゅ
く
）
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
神
無
月
な
ら
仏
の
月
で
、
さ
す
が
だ

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
プ
ロ
ら
し
く
研
究

し
、
努
力
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
W
）難響驚

雄雛
醍醐寺・五重塔（京都伏見）
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第1回

四
部
会

を
編
成

　
第
一
回
ル
ン
ビ
ニ
i
復
興
日
本
仏
教
徒
実
行

委
員
会
は
、
去
る
九
月
十
三
日
午
後
一
時
か
ら

東
京
・
芝
の
増
上
寺
大
殿
地
下
ホ
ー
ル
を
会
場

に
開
催
さ
れ
た
。

　
田
代
国
際
部
長
開
会
の
辞
、
藤
原
事
務
次
長

　　

@
委
員
長
に
加

三
帰
依
文
唱
和
に
つ
づ
い
て
、
全
仏
の
本
多
理

事
長
な
ら
び
に
、
こ
れ
ま
で
ル
ン
ビ
ニ
ー
問
題

の
検
討
に
あ
た
っ
て
き
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
．

本
仏
教
徒
委
員
会
の
加
藤
海
晃
委
員
長
か
ら
挨

拶
が
あ
っ
た
。
次
に
こ
れ
ま
で
、
ル
ン
ビ
ニ
ー

開
か
れ
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
会
へ
移
動
、
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
を
開
始
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
募
金
部
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
会
長
に
岩
崎

膿
血
晃
師
購
鞭
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
両
師
を
選
ん
だ
。
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
募
金
方
法
は
各
都
道
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ラ
シ
・
募
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
を
決
め
た
。

復
興
計
画
に
対
し
、
全
仏
が
ど
の

よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
か
と
い

う
経
過
報
告
が
、
北
山
国
際
文
化

局
長
か
ら
行
わ
れ
、
田
代
部
長
か

ら
事
務
総
局
員
紹
介
な
ど
が
あ
り
、

議
事
へ
と
入
っ
た
。

　
最
初
に
、
全
編
の
藤
原
事
務
次

長
を
仮
議
長
に
立
て
、
正
副
実
行

委
員
長
の
選
出
が
行
な
わ
れ
た
。

会
場
か
ら
選
ば
れ
た
五
人
置
選
考

委
員
が
別
室
に
て
協
議
し
た
結
果
、

実
行
委
員
長
に
は
、
こ
れ
ま
で
も

ル
ン
ビ
ニ
！
復
興
計
画
を
推
進
し

て
き
た
、
日
蓮
宗
の
加
藤
海
弓
師

が
、
ま
た
副
委
貝
長
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
部
会
で
選
出
さ
れ
る
部
会

長
が
就
任
す
る
こ
と
が
、
決
定
し

た
。　
こ
こ
で
加
藤
師
か
ら
委
員
長
就

任
の
挨
拶
が
あ
り
、
事
務
局
が
各

部
会
編
成
、
常
任
委
員
を
発
表
し

・
稲
田
稔
界
（
学
経
）

募
金
割
当
を
確
認
し
、

四
仏
教
会
な
ど
に
一
任
す
る
、

箱
な
ど
を
早
急
に
作
る
こ
と
、

○
広
報
部
会

　
部
会
長
に
江
連
俊
則
師
（
埼
玉
県
仏
）
、
副
部

会
長
に
塩
入
亮
達
（
聖
観
音
宗
）
、
山
田
一
真
（
高

野
山
真
言
宗
）
の
両
師
が
決
定
、
標
語
の
作
成

に
つ
い
て
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
働
き
か
け
、
な
ど

を
検
討
し
た
。

○
経
理
部
会

　
部
会
長
に
森
田
禅
朗
師
（
和
暦
）
、
副
部
会
長
．

に
花
木
義
光
（
智
山
派
）
、
植
松
威
（
朝
日
生
命
）

の
両
師
を
選
出
、
状
況
書
を
毎
月
各
委
員
宅
へ

郵
送
す
る
こ
と
な
ど
を
き
め
た
。

○
総
務
部
会

　
部
会
長
に
川
野
三
暁
師
（
本
願
寺
派
）
、
副
部

会
長
に
山
崎
正
道
（
曹
洞
宗
）
、
木
越
樹
（
大
谷

派
）
、
貝
山
宣
泰
（
神
奈
川
県
仏
）
の
三
師
を
選

ぶ
。
ネ
パ
ー
ル
側
の
確
実
な
受
け
入
れ
態
勢
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
、
な
ど
を
決
定
し
た
。

　
部
会
終
了
後
、
再
び
全
体
会
が
も
た
れ
、
各

部
会
か
ら
の
報
告
、
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
藤

原
事
務
次
長
閉
会
の
辞
で
、
す
べ
て
の
日
程
を

終
了
し
た
。

昭
和
5
8
年
版

　
　
　
　
　
　
申
込
み
受
付
け
中

　
全
仏
総
務
局
で
は
、
左
記
要
領
に
て

「
全
仏
手
帳
」
を
発
行
し
ま
す
。
部
数
に

限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
注
文
は
お

早
め
に
。

内
容
三
帰
依
文
、
四
弘
誓
願
、
宗
門

　
　
　
　
聖
日
、
加
盟
団
体
役
員
住
所
録

　
　
　
　
忌
日
早
見
表
、
そ
の
他

サ
イ
ズ

定
　
価

申
込
先

9
×
1
4
㎝

五
五
〇
円
（
送
料
実
費
）

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一

四
　
全
仏
総
務
局

　
「
全
仏
手
帳
係
」
宛

　 目
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拶

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
（
一
九
四
五
年
）

を
境
と
し
て
、
従
来
、
日
本
仏
教
各
宗
派
に

所
属
し
て
い
た
、
台
湾
の
各
寺
院
は
、
再
た

び
中
国
仏
教
、
そ
れ
も
福
建
仏
教
の
も
と
に

復
興
、
再
組
織
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
中
国
仏

教
会
台
湾
省
分
会
（
本
部
）
を
台
北
市
に
止

ま
り
、
僧
尼
の
伝
戒
、
一
般
信
者
に
対
す
る

授
戒
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
同
時
に
、
数
多
く
の
仏
学
院
（
仏
教
専

門
学
校
）
が
建
設
さ
れ
、
僧
俗
を
問
わ
ず
仏

教
学
修
得
の
情
熱
が
高
ま
り
、
ま
た
仏
道
修

行
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
来
た
。
仏
学
院
の
中

で
、
最
も
規
模
の
大
き
い
も
の
は
、
高
雄
県

大
樹
郷
に
あ
る
仏
光
山
の
東
方
仏
学
院
で
、

数
百
名
に
上
る
尼
僧
ら
が
修
学
に
い
そ
し
ん

で
い
る
。

　
　
　
在
家
仏
教
「
斉
教
」

　
台
湾
の
仏
教
は
、
古
来
一
般
的
に
、
道
教

と
の
混
合
仏
教
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
斉
教
」

は
在
家
仏
教
と
し
て
異
色
の
存
在
と
さ
れ
て

き
、
そ
の
下
に
各
県
市
支
会
を
擁
す
組
織
を

形
成
し
、
す
べ
て
の
寺
院
を
こ
れ
に
加
入
せ

し
め
た
の
で
あ
る
。
所
轄
官
庁
は
、
内
政
部

（
国
務
省
）
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
中
国
仏
教
色
へ
の
変
遷

　
さ
て
、
故
蒋
総
統
に
よ
っ
て
引
き
い
ら
れ

た
国
民
党
員
や
共
産
主
義
を
き
ら
っ
て
台
湾

へ
渡
っ
た
幾
多
の
中
国
民
衆
の
中
に
ま
じ
っ

て
、
道
安
、
白
詩
、
星
雲
な
ど
の
高
僧
、
僧

尼
が
居
た
。
彼
等
は
、
の
ち
に
台
湾
仏
教
界

の
指
導
者
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
　
日
本
仏
教
色
が
台
湾
を
去
っ
て
か
ら
は
、

学
問
と
戒
律
を
重
視
す
る
中
国
仏
教
色
が
強

い
る
。
斉
教
は
、
明
末
に
大
陸
で
成
立
し
た

民
間
仏
教
信
仰
団
体
で
、
清
朝
時
代
に
台
湾

へ
伝
来
し
た
と
い
わ
れ
、
一
般
に
居
士
仏
教
、

家
庭
仏
教
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
斉
教

の
斉
は
、
素
菜
、
つ
ま
り
精
進
料
理
の
意
味

で
、
一
切
の
葦
酒
、
煙
草
を
絶
っ
て
、
仏
に

奉
仕
す
る
仏
教
団
体
で
あ
る
。
斉
教
の
斉
堂

は
、
台
北
を
は
じ
め
全
島
い
た
る
と
こ
ろ
に

数
多
く
建
て
ら
れ
て
お
り
、
堂
の
中
央
に
観

世
音
菩
薩
が
、
相
対
し
て
章
駄
尊
霊
が
祝
ら

れ
、
経
典
は
臨
済
禅
系
の
も
の
が
通
用
す
る

ほ
か
、
禁
教
経
典
の
正
子
経
巻
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
斉
教
と
異
っ
て
、
純
粋
な
居
士
仏

教
と
し
て
広
ま
っ
た
の
に
、
「
中
華
仏
教
居
士

会
」
が
あ
る
。
　
一
九
六
八
年
に
は
、
内
政
部

警
政
司
々
長
を
退
任
し
た
り
ー
チ
ェ
ン
氏
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
仏
教
教
学
を
通
じ
て
の

布
教
、
新
聞
、
雑
誌
等
に
よ
る
広
宣
活
動
が

展
開
さ
れ
た
。
こ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
国
立

台
湾
大
学
や
各
種
専
門
学
校
等
に
仏
教
青
年

社
（
会
）
が
誕
生
、
仏
学
研
究
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で

台中にある宝覚寺

あ
る
。

　
　
　
仏
教
と
社
会
福
祉

　
仏
教
を
専
門
と
し
た
大
学
は
な
い
が
、
私

立
の
中
国
文
化
学
院
、
中
華
学
術
差
等
に
は
、

仏
教
研
究
所
や
仏
教
美
術
研
究
所
が
あ
り
、

熱
心
な
男
女
学
生
が
通
学
し
て
い
る
姿
に
は

敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
．
寺
院
の
社
会
福

祉
活
動
も
盛
ん
で
、
幼
稚
園
、
保
育
園
、
孤

児
院
、
職
業
補
習
学
校
等
多
種
多
様
で
、
夫

々
信
者
の
寄
進
、
寄
捨
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
仏
教
儀
式

　
仏
教
儀
式
と
し
て
、
数
多
く
見
ら
れ
る
の

は
、
授
戒
会
と
念
仏
会
で
あ
る
。
特
に
在
家

信
者
に
対
す
る
五
戒
や
菩
薩
戒
の
伝
授
は
盛

ん
で
あ
る
。
ま
た
、
念
仏
会
は
、
阿
弥
陀
如

来
の
誕
生
日
で
あ
る
旧
暦
十
一
月
十
七
日
の

前
後
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
打
三
七
、
念
仏

七
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
僧

や
信
者
の
修
行
に
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も

な
い
。

　
　
　
台
湾
仏
教
の
将
来

　
台
湾
仏
教
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
当
初
大

陸
よ
り
台
南
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
台
南
に

は
由
緒
あ
る
古
刹
が
多
い
。
特
に
開
元
寺
は

一
六
九
〇
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
他
に

竹
園
寺
、
法
華
寺
は
共
に
最
古
の
寺
と
い
わ

れ
て
い
る
。
日
本
統
治
時
代
は
、
妻
帯
僧
も

居
た
よ
う
で
あ
る
が
、
戦
後
は
戒
律
を
重
視

す
る
中
国
仏
教
の
影
響
を
う
け
て
、
妻
帯
僧

は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
然
し
、
近
年
は
逆

に
、
戒
律
に
厳
し
い
仏
教
界
で
は
、
寺
院
の

後
継
者
の
問
題
で
少
な
か
ら
ず
悩
み
が
あ
る

よ
う
で
、
日
本
仏
教
方
式
に
転
換
さ
せ
る
考

え
を
も
つ
長
老
も
あ
る
、
と
い
う
話
も
聞
か

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
尼
僧
の
増

加
は
著
る
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
原
由
を

た
つ
ね
る
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
根
強
い
仏

教
を
中
心
と
し
た
民
間
信
仰
は
、
政
治
的
大

変
革
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
国
の
将
来
に
決

し
て
憶
え
る
こ
と
な
き
光
を
と
も
し
続
け
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
（
鎌
田
良
昭
）
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　京都市では、去る8月、今川市長が来年度から「文化
観光税（仮称一以下文観税と記す）」を再設置するとの構

想を発表、以後、各方面で反対運動が展開されている。
そこで、その実情について、京都府仏教会の鵜飼泉道師

にレポートしていただいた。

蓋
蕪
悪
世
藤
羅
墨

　
　
　
徹
毒
驚
歪
義
＝
磐
曇
…
か
覆
垂
鋤
球
禽
き
毎

　　

@
㌧
・
壕
講
義
薫
香
会
費

　
京
都
の
地
に
お
い
て
文
観
税
が
新
聞
紙
上
に

掲
載
さ
れ
始
め
た
の
は
、
本
年
七
月
中
旬
頃
か

ら
で
あ
る
。
三
宝
教
会
に
お
い
て
は
、
文
観
税

問
題
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
と
の
会
員
よ
り
の

要
請
を
受
け
、
八
月
二
日
に
市
内
有
料
拝
観
寺

院
お
よ
び
市
仏
教
会
常
務
理
事
に
よ
る
「
文
北

島
対
策
協
議
会
L
を
聖
護
院
に
お
い
て
開
催
し

た
。
同
会
議
は
、
市
仏
常
務
理
事
・
大
島
亮
興

信
（
三
千
院
事
務
長
）
並
び
に
森
清
範
（
市
仏

理
事
清
水
寺
宗
務
長
松
本
大
円
師
代
理
）
の
問

題
提
起
に
始
ま
り
、
約
二
時
間
の
協
議
を
重
ね

た
が
、
文
観
税
賛
成
意
見
は
一
件
も
出
さ
れ
ず
、

全
出
席
者
（
約
三
十
名
）
の
間
で
文
観
心
の
再

設
置
に
反
対
す
る
こ
と
で
意
志
統
一
が
な
さ
れ

た
。
同
日
、
第
一
次
文
観
税
対
策
委
員
会
（
小

林
忍
戒
委
員
長
以
下
悪
名
）
が
設
置
さ
れ
、
京

都
市
当
局
（
理
財
局
）
と
の
折
衝
は
対
策
委
員

会
に
一
任
さ
れ
た
。
対
策
委
員
会
は
直
ち
に
京

都
市
に
対
し
、
文
観
税
問
題
は
市
仏
教
会
を
窓

口
に
し
て
各
寺
院
と
話
し
合
う
よ
う
に
要
請
し

た
が
、
市
当
局
は
「
仏
教
会
を
窓
口
に
せ
ず
」

の
と
姿
勢
を
堅
持
し
た
た
め
、
止
む
を
得
ず
、

八
月
十
七
日
に
五
項
目
か
ら
な
る
公
開
質
問
状

（
第
一
回
目
）
を
今
川
市
長
宛
に
提
出
し
た
。

　
右
公
開
質
問
状
に
対
し
て
、
市
当
局
は
八
月

十
九
日
に
原
理
財
局
長
名
で
回
答
が
な
さ
れ
た
。

回
答
に
対
し
対
策
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果
、

e
今
川
市
長
宛
に
出
さ
れ
た
質
問
状
に
対
し
、

原
理
財
局
長
名
で
回
答
が
出
た
事
、
口
全
体
に

わ
た
っ
て
抽
象
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
内
容

に
具
体
性
が
な
い
事
、
口
質
問
状
の
前
文
及
び

第
五
項
に
お
い
て
文
観
税
問
題
の
窓
口
と
し
て

仏
教
会
が
当
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
回
答

書
に
は
窓
口
の
件
が
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

事
、
の
三
点
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
公
開
質

問
状
の
再
提
出
を
決
定
し
た
。
な
お
、
二
回
目

の
質
問
状
は
、
基
本
的
文
章
は
第
一
回
公
開
質

問
状
と
同
文
と
し
、
各
質
問
項
目
に
対
す
る
回

答
に
よ
り
具
体
性
を
持
た
せ
る
た
め
の
注
意
を

ほ
ど
こ
し
、
八
月
二
十
日
再
度
今
川
市
長
宛
に

提
出
し
た
。

　
な
お
、
．
こ
の
間
に
お
い
て
京
都
市
は
八
月
五

日
に
㈲
京
都
古
文
化
保
存
協
会
の
一
部
寺
院
に

対
し
同
税
の
説
明
を
行
い
（
於
・
吉
水
庵
）
、
ま

た
、
同
十
九
日
に
は
文
観
税
の
徴
税
義
務
指
定

予
定
社
寺
（
三
十
七
寺
院
、
二
神
社
、
二
条
城
）

に
対
す
る
説
明
会
を
行
っ
た
（
於
・
京
都
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
テ
ル
）
。
古
文
化
保
存
協
会
に
対
す
る
説

明
会
は
「
結
論
な
き
結
論
」
（
出
席
者
の
言
葉
）

で
あ
っ
た
が
、
古
文
協
理
事
長
・
藤
田
恰
浩
師

が
、
八
月
十
九
日
に
京
都
市
庁
を
訪
れ
、
古
文

協
と
し
て
新
税
（
文
台
税
）
に
協
力
す
る
旨
の

通
知
を
行
い
、
寺
院
問
に
混
乱
が
生
じ
た
。
し

か
し
、
こ
の
間
の
混
乱
は
そ
の
後
の
対
策
委
員

の
努
力
に
よ
り
収
拾
さ
れ
、
一
時
あ
た
か
も
市

内
寺
院
間
に
二
大
潮
流
あ
り
と
の
印
象
を
世
間

に
与
え
た
が
、
こ
の
点
も
解
消
さ
れ
た
。
ま
た

十
九
日
に
お
け
る
徴
税
対
象
社
寺
に
対
す
る
説

明
会
は
、
京
都
市
の
行
政
姿
勢
に
対
す
る
不
信

に
よ
り
冒
頭
よ
り
紛
糾
し
、
市
は
簡
単
な
説
明

を
行
っ
た
の
み
で
内
容
に
触
れ
る
こ
と
な
く
流

会
し
た
。

　
八
月
二
十
五
日
掛
渡
仏
教
会
は
、
．
市
内
有
料

拝
観
寺
院
（
八
十
五
ヶ
寺
）
及
び
二
仏
教
会
全

役
員
（
約
六
十
名
）
に
よ
る
「
文
観
税
対
策
会

議
」
を
本
能
寺
文
化
会
館
に
お
い
て
開
催
し
た
。

当
日
の
出
席
者
九
十
五
名
（
委
任
状
を
含
）
は

文
観
税
の
再
設
置
に
対
し
強
い
反
対
意
見
を
述

べ
、
あ
わ
せ
て
京
都
市
の
行
政
に
対
す
る
批
判

が
続
出
し
た
。
な
お
、
伺
会
議
に
お
い
て
「
文

観
税
反
対
決
議
」
を
全
貝
一
致
に
て
採
択
し
、

同
日
、
今
川
市
長
へ
提
出
し
た
。
な
お
、
同
会

議
に
お
い
て
、
対
策
委
員
と
し
て
第
一
次
の
メ

ン
バ
ー
に
十
二
名
が
追
加
さ
れ
、
計
十
九
名
に

よ
る
第
二
次
文
臣
税
対
策
委
員
会
が
結
成
さ
れ

畿
。
更
に
、
文
観
税
反
対
の
具
体
的
反
対
運
動

と
し
て
、
新
聞
へ
の
意
見
広
告
の
掲
載
、
新
聞

へ
の
折
り
込
み
広
告
、
反
対
看
板
の
設
置
、
反
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対
ビ
ラ
の
配
布
、
反
対
署
名
の
収
集
が
基
本
的

に
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
現
在
全
京
都
市

域
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
八
月
二
十
五
日
以
降
、
京
都
市
と
事
務
折
衝

を
重
ね
た
結
果
、
九
月
二
日
に
市
当
局
と
蓋
棺

教
会
（
対
策
委
員
会
）
と
の
間
で
、
第
一
回
目

の
公
式
会
議
が
ホ
テ
ル
フ
ジ
タ
に
お
い
て
持
た

れ
た
。
し
か
し
会
議
途
中
に
お
い
て
、
京
都
市

は
第
一
回
目
の
公
式
会
議
前
に
各
行
政
区
の
区

長
に
命
じ
て
徴
税
対
象
寺
院
に
文
観
税
の
再
設

置
に
賛
意
を
求
め
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ

る
各
個
撃
破
を
行
っ
て
い
る
と
の
報
告
が
一
対

策
委
員
よ
り
出
さ
れ
、
会
議
は
紛
糾
し
、
市
当

局
と
仏
教
会
の
意
見
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
。

小
林
対
策
委
貝
長
は
会
議
の
続
行
は
不
可
能
と

判
断
し
、
「
文
化
観
光
税
復
活
構
想
の
撤
回
要
求

書
」
を
読
み
上
げ
、
会
場
内
で
市
当
局
へ
提
出

し
、
会
議
は
物
別
れ
の
状
態
で
閉
会
し
た
。

　
そ
の
後
、
市
当
局
と
対
策
委
貝
会
と
の
間
で

事
務
折
衝
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
第
二
回
目
の

会
議
は
九
月
下
旬
か
十
月
上
旬
に
持
た
れ
る
見

込
み
と
な
っ
て
き
た
。

宗
教
心
の
欠
落

　
こ
の
た
び
京
都
市
よ
り
構
想
発
表
さ
れ
た
文

血
税
は
単
に
そ
の
徴
税
義
務
者
と
な
る
寺
院
の

問
題
だ
け
で
は
な
い
。
文
観
税
の
構
想
は
”
仏

様
を
縛
り
首
に
し
て
税
金
を
と
る
”
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
常
軌
を
逸
し
た
こ
の
考
え
方
は
報

恩
謝
徳
の
心
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

宗
教
心
の
欠
落
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人

間
性
の
失
格
で
あ
る
。
し
か
も
前
回
の
文
観
税

（
昭
和
三
十
一
年
施
行
、
十
年
間
の
時
限
立
法
）

を
延
長
す
る
際
に
、
時
の
京
都
市
長
高
山
義
三

氏
は
文
観
税
は
悪
税
た
る
こ
と
を
認
識
し
、
「
こ

の
種
の
税
は
い
か
な
る
名
目
に
お
い
て
も
、
今

後
新
設
ま
た
は
延
長
し
な
い
」
と
い
う
覚
書
を

十
一
の
寺
院
と
交
し
た
。
し
か
る
に
今
回
京
都

市
よ
り
、
再
び
文
観
税
再
設
置
の
構
想
が
出
さ

れ
た
こ
と
に
対
し
、
京
都
市
内
寺
院
は
と
ま
ど

い
と
共
に
大
き
な
驚
き
を
持
っ
た
。
こ
の
悪
税

の
復
活
に
よ
っ
て
及
ぼ
す
悪
影
響
は
独
り
寺
院

間
に
止
ま
ら
ず
、
直
接
的
に
は
百
六
十
万
の
京

都
市
民
の
生
活
に
影
響
し
、
広
く
社
会
問
題
と

し
て
発
展
す
る
こ
と
を
憂
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
ま
た
京
都
の
地
に
お
い
て
同
税
の
復
活

が
な
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
波
及
は
京
都
市
に
止
ま

る
こ
と
な
く
広
く
全
国
に
広
が
る
憂
い
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
仏
都
と
称
さ
れ
、
千
二
百
年

の
歴
史
を
有
す
る
京
都
の
地
に
お
け
る
文
観
税

の
問
題
は
「
悪
の
根
源
を
絶
つ
」
こ
と
を
基
本

理
念
と
し
て
貫
く
決
意
を
固
め
て
い
る
。
以
下

は
京
都
市
仏
教
会
の
ま
と
め
た
文
面
税
問
題
の

要
旨
で
あ
る
。

　
（
一
）
文
観
心
は
観
光
客
に
対
し
冷
い
目
を

　
　
　
　
む
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
京
都
市
の
市
民
憲
章
は
”
旅
行
者
を
温
か
く

む
か
え
ま
し
ょ
う
”
と
明
示
し
て
い
る
。
し
か

る
に
文
観
税
は
お
客
さ
ま
か
ら
人
頭
税
（
わ
ら

じ
銭
）
と
も
い
え
る
税
金
を
と
る
も
の
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
お
客
さ
ま
に
了
い
目
を
向
け
る
こ
と

で
あ
る
。

　
（
二
）
文
観
税
は
そ
れ
を
施
行
す
る
自
治
体

　
　
　
　
に
住
す
る
住
民
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

　
　
　
　
も
の
で
あ
る
。

　
観
光
都
市
と
い
わ
れ
る
京
都
の
地
に
お
い
て

は
、
観
光
関
連
産
業
に
落
ち
る
お
金
は
昭
和
五

十
六
年
度
の
統
計
で
、
そ
の
波
及
効
果
も
含
め

て
一
兆
六
千
億
円
（
旅
館
等
の
宿
泊
部
門
を
除

く
）
と
言
わ
れ
、
京
都
市
民
は
こ
の
お
金
に
よ

り
生
活
に
潤
い
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

文
観
税
の
実
施
に
よ
り
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ

ン
を
招
き
、
京
都
離
れ
に
拍
車
が
か
か
れ
ば
、

京
都
市
民
の
生
活
は
直
接
的
に
悪
影
響
を
受
け

る
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
文
観
税
は
憲
法
（
第
二
十
条
）
に
保

　
　
　
　
障
さ
れ
た
信
教
の
自
由
を
奪
う
も
の

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
自
治
体
・
行
政
機
関
が
宗
教
施
設
に
入
ろ
う

と
す
る
人
々
に
税
金
を
か
け
る
と
い
っ
た
行
為

が
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
京
都
市
は
文

観
税
を
説
明
す
る
中
に
お
い
て
「
文
化
財
を
観

賞
す
る
人
々
に
課
税
す
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教

的
目
的
で
社
寺
へ
参
拝
す
る
人
は
課
税
対
象
か

ら
除
外
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現

実
の
問
題
と
し
て
文
化
財
の
観
賞
と
宗
教
的
参

拝
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
又
区
別
す
る
と
す
る
な
ら
ば
誰
が
い
か
な

る
方
法
に
て
行
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
寺

院
境
内
は
一
木
一
草
た
り
と
も
宗
教
的
情
操
を

育
て
る
た
め
に
存
在
し
、
我
々
宗
教
家
の
立
場

は
建
造
物
で
あ
れ
、
庭
園
で
あ
れ
、
ま
し
て
や

仏
像
は
文
化
財
と
い
う
以
前
に
宗
教
的
施
設
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
こ
の
宗
教
施
設

を
訪
れ
た
人
々
の
動
機
が
物
見
遊
山
、
単
な
る

観
光
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
施
設
へ
来
た

機
会
を
と
ら
え
布
教
活
動
を
行
う
の
が
僧
侶
の

使
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
臣
税
は
我
々
の

信
教
の
自
由
、
布
教
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
し
い
て
は
日
本
国
民
の
宗
教
心
を

直
な
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
重
大
な
問
題
で

あ
る
。

　
（
四
）
覚
書
の
継
承
性
に
つ
い
て

　
先
に
記
し
た
ご
と
く
昭
和
三
十
九
年
に
先
の

文
観
心
を
延
長
す
る
際
、
時
の
京
都
市
長
高
山

上
三
下
は
今
後
二
度
と
文
観
税
は
設
置
し
な
い

と
関
係
社
寺
と
覚
書
を
交
し
た
。
今
回
今
川
市

長
は
突
如
と
し
て
覚
書
を
反
故
と
す
る
挙
に
出

た
。
こ
れ
は
先
人
が
覚
書
を
交
し
た
精
神
を
も

反
故
し
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
後
の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て

　
京
都
市
仏
教
会
に
お
い
て
は
、
文
重
税
再
設

置
構
想
に
対
し
反
対
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
京
都
市
の
姿
勢
は
堅
固
で
あ
り
、
現
時

点
（
九
月
十
六
日
）
に
お
い
て
は
構
想
撤
回
・

政
策
転
換
の
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
文

豆
税
が
悪
税
で
あ
る
と
の
結
論
は
す
で
に
出
て

い
る
。
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
は
仏
教
者
共
通
の

鉄
則
で
あ
る
。
悪
は
断
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

し
て
や
今
回
の
文
弾
雨
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
我

々
僧
侶
は
袈
裟
・
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
文
化
財
の

番
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
観
点
で
文
観
税

の
設
置
阻
止
の
た
め
に
多
方
面
よ
り
反
対
運
動

を
展
開
し
、
「
文
観
税
」
な
る
語
を
死
語
と
な
せ

る
ま
で
運
動
を
続
け
る
方
針
で
あ
る
。

　
同
じ
仏
教
者
と
し
て
日
本
全
国
の
僧
侶
方
に

現
在
の
京
都
市
仏
教
会
の
運
動
に
対
す
る
ご
理

解
と
ご
協
力
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

一5一
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［
質
問
］
拙
意
の
檀
家
A
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ

て
、
墓
地
の
一
部
に
、
A
さ
ん
が
水
子
供
養

塔
を
建
立
す
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
A
さ
ん
は
、
こ
の
水
子
供

養
塔
が
出
来
上
る
や
、
他
宗
派
の
僧
侶
を
た

の
ん
で
定
期
的
に
塔
前
で
法
要
を
営
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
の
で
非
常
に
困
惑
し
て
お
り

ま
す
。
供
養
塔
の
建
立
を
許
し
た
以
上
、
仕

方
の
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
な
お
、
拙
寺
で
は
、
水
子
供
養
は
教
義
に

反
す
る
の
で
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
奈
川
県
D
寺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

［
回
答
］
貴
寺
で
は
水
子
供
養
を
行
わ
な
い

と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
A
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ

た
時
、
教
義
上
の
理
由
を
よ
く
話
し
て
納
得

し
て
も
ら
え
ば
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

押
｝
一
ぎ

肇
ζ
」
「
季
も
」
「
聾
至
」
「
し
一
」
f

今
更
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
解
決

し
ま
せ
ん
の
で
、
考
え
方
の
基
本
を
申
し
上

げ
ま
し
ょ
う
。

　
①
ま
ず
、
水
子
供
養
塔
が
墓
埋
法
に
い
う

墳
墓
に
あ
た
る
か
ど
う
か
で
す
。
筆
鋒
法
に

い
う
墳
墓
と
は
、
死
体
を
埋
葬
し
、
又
は
焼

骨
を
埋
蔵
す
る
施
設
で
す
。
そ
し
て
、
死
体

に
は
妊
娠
四
ヶ
月
以
上
の
死
胎
を
含
み
ま
す

（
同
法
二
条
）
。

　
②
で
す
か
ら
、
水
子
供
養
塔
が
、
妊
娠
四

ヶ
月
以
上
の
死
胎
を
埋
葬
し
た
り
、
そ
の
焼

骨
を
埋
蔵
し
た
り
す
る
施
設
な
ら
ば
、
そ
れ

は
墳
墓
に
あ
た
り
ま
す
。
A
さ
ん
は
、
貴
寺

寺
院
墓
地
は
永
年
に
亘
っ
て
自
宗
派
の
典
礼

施
行
の
慣
行
が
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と

は
、
貴
寺
の
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
広
く
貴

寺
の
属
さ
れ
る
御
宗
門
の
寺
院
や
、
そ
の
檀

信
徒
を
含
む
多
数
の
国
民
感
情
を
著
し
く
害

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
A
さ
ん
に
は
、

こ
の
こ
と
を
良
く
話
し
て
納
得
し
て
も
ら
う

こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
法
要

を
行
う
他
宗
派
の
御
僧
侶
に
も
事
情
を
話
し

て
納
得
し
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
。
貴
寺
で
は
、

水
子
供
養
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

そ
の
た
め
に
A
さ
ん
の
水
子
供
養
塔
を
建
立

し
た
目
的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、

他
宗
派
に
よ
る
水
子
供
養

に
対
し
て
墳
墓
の
存
す
る
墳
墓
地
を
使
用
す

る
権
利
（
墓
地
使
用
権
と
い
う
）
を
有
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、

こ
の
場
合
に
は
、
通
常
の
墓
地
使
用
権
の
場

合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
即
ち
、
墓
地

内
だ
け
に
設
定
で
き
、
容
易
に
他
に
移
動
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
（
固
定
性
）
、
祭
祝
主
宰

者
（
こ
の
場
合
は
A
さ
ん
）
だ
け
に
承
継
さ

れ
（
民
法
八
九
七
条
）
、
そ
の
者
の
承
継
者
が
・

い
る
限
り
、
永
久
に
続
く
と
い
う
こ
と
（
永

久
性
）
を
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
貴
寺
の
墓
地
で
他
宗
派
の
御

僧
侶
が
貴
寺
と
異
っ
た
典
礼
を
と
り
行
う
と

い
う
こ
と
を
甘
受
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
亀
璽
」
「
翼
「
匪
藝
皇
■
「
～
「
鑑
重
」
「
属
～
5
「
董
毫
巳
」

【
一
『
｝
「
奪
肇
「
牲

こ
の
墓
地
使
用
権
の
設
定
契
約
は
、
法
律
行

為
の
目
的
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め

か
ら
効
力
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
墓
埋
草
に
従
っ
て
改
葬
の
手
続
を
す

る
と
共
に
、
か
か
っ
た
費
用
を
ど
う
す
る
か

は
話
し
合
っ
て
決
め
て
下
さ
い
。
A
さ
ん
か

ら
申
し
出
の
あ
っ
た
時
、
水
子
供
養
は
教
義

上
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て

お
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
貴
寺
が
全
く
負
担

し
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ

う
。　
⑨
も
し
、
水
子
供
養
塔
が
、
妊
娠
四
ヶ
月

に
満
た
な
い
死
胎
や
そ
の
焼
骨
を
扱
う
も
の

で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
死
胎
の
埋
葬
や
、

一
「
｝
量
も
昼
」
f
且
～
璽
」

そ
の
一
骨
の
埋
蔵
と
は
無
関
係
の
施
設
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
墳
墓
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
水
子
供
養
塔
を
所
有
す
る
墓
地
の

使
用
権
も
、
い
わ
ゆ
る
墓
地
使
用
権
と
は
異

な
り
ま
す
。
即
ち
、
A
さ
ん
の
権
利
は
墓
地

使
用
権
の
よ
う
な
、
固
定
性
や
永
久
性
は
も

っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
単
な

る
使
用
貸
借
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お

そ
ら
く
、
期
間
に
つ
い
て
は
、
決
め
て
い
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
つ
で
も
返
還
し

て
も
ら
え
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
水

子
供
養
の
目
的
を
達
成
し
た
と
客
観
的
に
認

め
ら
れ
る
だ
け
の
期
間
は
甘
受
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
A
さ
ん
が
死
亡
す

．
れ
ば
、
使
用
貸
借
権
は
終
了
し
ま
す
（
民
法

五
九
九
条
）
。
こ
の
場
合
で
も
、
他
宗
派
の
御

僧
侶
に
よ
る
典
礼
を
拒
め
る
こ
と
は
②
と
同

様
で
す
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
A
さ

ん
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
使

用
貸
借
契
約
は
、
は
じ
め
か
ら
無
か
っ
た
こ

と
、
か
か
っ
た
費
用
等
に
つ
い
て
は
、
双
方

の
落
ち
度
の
割
合
い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る

こ
と
も
前
と
同
じ
で
す
。
た
だ
こ
の
場
合
に

は
、
水
子
供
養
塔
は
墳
墓
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
他
へ
移
転
す
る
に
し
て
も
墓
埋
法
に

よ
る
改
葬
手
続
は
い
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
毎
月
第
二
・

第
四
火
曜
日
午
後
コ
時
か
ら
四
時
ま
で
、
長

谷
川
先
生
に
よ
る
「
法
律
無
料
相
談
室
」
を

開
設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

嚢
3
巨
艦
竃
」
蚤
響
毛
1
」
「
亀
重
」
r
雀
｝
謹
嚢
6
』

」
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謡
顯
の
本

　
差
別
発
言
、
差
別
戒
名
な
ど
の
問
題
を
通
し

て
、
同
和
問
題
と
仏
教
者
（
宗
教
者
）
の
か
か

わ
り
が
問
わ
れ
て
い
る
折
、
こ
れ
に
正
面
か
ら

取
り
組
ん
だ
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
部
落
解
放
研

究
所
編
の
『
宗
教
と
部
落
問
題
』
で
あ
る
。

　
本
書
は
〈
発
刊
に
あ
た
っ
て
〉
　
〈
宗
教
と
部

落
差
別
〉
　
〈
各
宗
派
と
部
落
問
題
－
日
本
仏
教

と
部
落
問
題
・
キ
リ
ス
ト
教
と
部
落
問
題
・
新

宗
教
教
団
と
部
落
問
題
〉
　
〈
世
界
宗
教
者
平
和

会
議
に
お
け
る
「
町
田
発
言
」
の
意
味
す
る
も

の
〉
　
〈
「
戒
名
」
に
あ
ら
わ
れ
た
宗
教
の
差
別

馬
県
な
ど
で
、
氏
自
身
が
調
査
し
た
差
別
墓
石

や
差
別
戒
名
の
実
態
を
、
多
く
の
写
真
入
り
で

き
わ
め
て
具
体
的
に
報
告
し
て
い
る
。

　
牧
英
正
氏
に
よ
る
〈
差
別
戒
名
を
生
み
出
し

た
図
書
〉
で
も
、
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

図
書
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
に
関
係
し
て
い
る
。

さ
ら
に
資
料
の
〈
宗
教
教
団
に
お
け
る
差
別
事

件
〉
で
は
、
八
件
の
差
別
事
件
を
載
せ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
六
件
が
仏
教
各
派
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

　
本
書
は
、
過
去
に
宗
教
者
が
起
こ
し
て
き
た

差
別
事
象
に
つ
い
て
、
〈
発
刊
に
あ
た
っ
て
〉
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
差
別
事
件
は
宗
教
者
に
よ
っ
て
も
頻
々
と

起
こ
さ
れ
、
宗
教
の
教
典
や
言
葉
、
そ
の
理
論

差
別
克
服
に
貴
重
な
資
料

　
　
「
宗
教
と
部
落
問
題
」
　
（
部
落
解
放
研
究
所
編
）

性
〉
　
〈
差
別
戒
名
を
生
み
出
し
た
「
図
書
」
〉

〈
宗
教
教
団
に
お
け
る
部
落
問
題
の
取
り
組
み

の
現
状
と
課
題
〉
　
〈
部
落
問
題
一
問
一
答
V
か

ら
な
り
、
資
料
と
し
て
〈
同
和
問
題
に
取
り
組

む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
と
そ
の
加
盟
教
団
〉
〈
宗

教
教
団
に
お
け
る
差
別
事
件
〉
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。

　
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
宗
教
と
部
落
問
題
」

だ
が
、
内
容
は
、
仏
教
各
派
の
差
別
事
象
に
関

す
る
記
述
に
、
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
さ
か
れ
て

い
る
。
例
え
ば
村
越
末
男
氏
は
く
日
本
仏
教
と

部
落
問
題
V
で
、
特
に
鎌
倉
時
代
か
ら
今
日
に

至
る
仏
教
史
の
流
れ
と
部
落
の
関
係
を
取
り
あ

げ
、
ま
た
木
津
譲
氏
は
く
「
戒
名
」
に
あ
ら
わ

れ
た
宗
教
の
差
別
性
V
．
の
中
に
、
長
野
県
や
群

の
中
に
す
ら
差
別
の
投
影
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
真
実
を
掘
り
起
こ
し
、
今
日
の

時
点
で
こ
れ
を
批
判
改
革
し
真
に
差
別
を
克
服

す
る
こ
と
は
緊
急
な
課
題
と
は
言
え
、
容
易
な

業
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
を
克
服
し
、

差
別
の
超
克
す
る
こ
と
な
く
し
て
真
の
宗
教
の

発
展
復
活
も
な
く
、
部
落
解
放
も
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
」

　
今
後
、
，
仏
教
学
が
よ
り
積
極
的
に
同
和
問
題

に
取
り
組
も
う
と
す
る
際
、
本
書
は
貴
重
な
資

料
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
（
B
6
版
、
二
百
八
十
二
頁
、
　
一
二
〇
〇
円
、

大
阪
市
浪
速
区
久
保
吉
一
i
六
－
一
二
、
解
放

出
版
社
）
　
．

…鱒””09”””ゆ
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地
図
を
見
る
と
、
寺
院
・
仏
閣
の
印
と
し

て
「
卍
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
お
寺

の
屋
根
や
地
蔵
堂
の
壁
な
ど
に
も
、
し
ば
し

ば
こ
の
形
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
、
見
か
け

る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仏
教
で
は

こ
れ
を
仏
の
胸
・
手
足
・
頭
髪
な
ど
に
現
わ

れ
た
吉
祥
の
印
の
表
象
、
あ
る
い
は
仏
心
の

雪
…
…
」

…
⑥
　
　
鐙

…
仏
　

　
ズ
鱒

の

　
一
…
リ
…

　
シ
…

“
　
　
　
”

γ
一
・
一
◎
…
一
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そ
う
で
あ
る
。

な
ど
老
と
も
に
古
来
ス
ワ
ス
テ
ィ
カ

準
婚
，
迦
）
と
呼
ば
れ
、

を
象
徴
す
る
図
型
と
し
て
、

福
徳
円
満
の
し
る
し
（
三
十
二
相
八
十
種
好
）

の
一
つ
と
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
想
い
出
さ
れ
る
の
は
、
第
二
次
大

戦
中
、
ド
イ
ツ
で
ヒ
ト
ラ
ー
が
用
い
た
ハ
ー

ゲ
ン
ク
ロ
イ
ツ
の
旗
の
こ
と
で
あ
る
。
・
し
か

．
し
、
あ
れ
は
卍
で
な
く
、
逆
に
蠕
と
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
ナ
チ
ス
流
の
反
逆
精
神
か
ら

表
示
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
文
様

の
一
種
と
す
る
説
に
よ
れ
ば
、

「
卍
模
様
」
と
称
し
て
古
い
起

源
を
も
ち
、
十
字
の
四
本
の
腕

を
途
中
か
ら
同
一
方
向
に
折
り

曲
げ
た
形
を
基
本
と
す
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
の

壺
や
貨
幣
・
武
器
な
ど
に
も
古

く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、

特
に
北
ド
イ
ツ
や
ス
カ
ン
ジ
ナ

ビ
ア
地
方
に
は
広
く
見
ら
れ
る

　
イ
ン
ド
で
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塞
噌

　
　
　
　
幸
福
・
繁
栄
・
吉
祥

　
　
　
　
　
　
前
述
の
よ
う
に

●999　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゆ

騰
冠
鞭
饗
餉
鶴
㌔
議
徊
枷
．
　

も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
回
り
と
左
回

り
の
二
つ
の
形
が
あ
っ
て
、
両
方
と
も
使
わ

れ
謙
譲
籍
撚
が
回
り
乙

常
識
で
・
仏
典
に
も
右
旋
宛
転
（
う
せ
ん
お
　

ん
で
ん
）
と
か
右
逡
三
匝
（
う
に
よ
う
さ
ん

そ
う
）
と
あ
り
、
常
に
右
肩
右
回
を
中
央
に

向
け
て
、
時
計
の
針
と
同
じ
回
り
方
を
す
る

の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
卍
も
右
回
り
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
9

ま
り
蛎
の
ほ
う
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
柳

と
す
る
と
皮
肉
に
も
ナ
チ
ス
と
同
じ
文
様
を
　
一
一

仏
教
も
あ
り
が
た
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
・
　

な
ん
と
な
く
気
が
ひ
け
る
・
　
　
姻

　
し
か
し
、
一
方
で
、
卍
は
四
つ
の
し
を
組

合
せ
た
と
い
う
解
釈
、
す
な
わ
ち
ピ
。
《
。
（
慈
悲
）

蹴
鞠
馨
仙
．
黙
認
籠
溺
鵬
縞
）
　

も
あ
っ
て
・
嚢
は
よ
く
判
ら
な
い
・
　
　

　
た
だ
、
諸
橋
轍
次
『
大
寺
話
辞
典
」
巻
二

に
よ
れ
ば
、
卍
も
田
も
「
十
」
部
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
ゆ

四
画
の
文
字
で
、
マ
ン
ま
た
は
バ
ン
と
読
ま
。
一

せ
、
万
（
萬
）
字
を
当
て
て
卍
豊
も
同
字
　

舞
触
　
目
饗
磁
咽
魏
臨
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

わ
れ
な
が
ち
、
文
字
か
文
様
か
、
右
回
り
か
　

左
回
ゲ
か
、
明
確
で
な
い
点
が
ま
た
お
も
し
軸

ろ
い
で
は
な
い
か
・
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
（
浄
土
家
出
版
室
長
・
宝
田
正
道
）
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
ゆ
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日
本
仏
教
文
化
会
議
賭

　　

@　
@「

ｧ
教
の
死
生
観
」
テ
ー
マ
に

　
第
十
五
回
「
日
本
仏
教
文
化
会
議
」
は
左
記

の
通
り
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
き
ま
り
、
事
務
局

で
は
現
在
、
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
テ
ー
マ
　
仏
教
の
死
生
観
一
幸
福
な
死
に
方

　
　
　
　
と
は
一

　
日
　
時
　
十
月
二
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時

　
　
　
　
～
午
後
四
時

　
会
　
場
　
日
本
教
育
会
館
（
東
京
脚
ッ
橋
）

　
臨
終
の
際
、
病
院
な
ど
医
療
現
場
に
お
い
て

人
間
性
の
尊
厳
が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
現

代
！
。
仏
教
で
は
こ
う
し
た
「
死
」
に
つ
い

て
ど
う
観
て
い
る
か
！
　
「
安
楽
死
」
「
ホ
ス
ピ

ス
」
な
ど
の
問
題
を
通
し
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
基
調
講
演
　
中
村
　
元
（
東
方
学
院
長
・
日

　
　
　
　
　
本
仏
教
文
化
会
議
々
長
）

　
パ
ネ
ラ
ー
　
山
折
哲
雄
、
佐
伯
真
光
、
雲
井

　
　
　
　
　
昭
善
、
中
村
尚
志
、
そ
の
他

　
な
お
、
お
問
い
合
わ
せ
ば
、
二
仏
文
化
部
ま

で
ど
う
ぞ
。

　
第
三
回
の
同
和
委
員
会

　
　
　
　
　
　
研
修
会
に
つ
い
て
話
合
い

　
第
三
回
同
和
胎
貝
会
は
、
去
る
九
月
三
日
午

後
一
時
か
ら
、
真
宗
大
谷
派
会
議
室
で
開
か
れ

た
。　
こ
の
日
は
主
に
、
今
月
二
十
七
、
八
の
両
日

高
野
山
で
開
催
さ
れ
る
同
和
の
研
修
会
「
仏
教

徒
の
行
動
一
光
は
命
と
と
も
に
i
」
に
つ
い
て

昭
和
五
十
七
年
　
十
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

話
し
合
わ
れ
、
参
加
人
数
が
一
団
体
二
人
と
な

っ
て
い
る
が
、
出
来
る
だ
け
多
く
出
席
し
て
い

た
だ
く
よ
う
事
務
局
か
ら
要
請
す
る
こ
と
、
同

和
委
員
は
七
人
用
参
加
す
る
こ
と
、
ま
た
進
め

方
は
基
調
講
演
の
後
、
四
つ
の
分
科
会
で
話
し

合
う
こ
と
な
ど
が
決
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
日
外
国
人
に
日

本
の
仏
教
文
化
を
紹
介
す
る
た
め
「
外
国
人
の

た
め
の
鎌
倉
一
日
ツ
ア
↑
」
を
計
画
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
光
明
寺
で
精
進
料
理
を
味
わ
い
、

鎌
倉
大
仏
、
長
谷
観
音
を
散
策
す
る
コ
ー
ス
で

十
月
二
十
三
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
問
い
合
せ

ば
、
仏
教
英
語
研
究
会
（
〇
三
一
三
四
二
一
六

六
〇
五
）
ま
で
。

　
　
「
外
国
人
の
た
め
の

　
鎌
倉
一
日
ツ
ア
ー
」

　
　
　
　
　
十
月
二
十
三
日
に

仏
教
英
語
研
究
会
で
は
、

●‘

画

●

＝ス（

o
?
ﾇ
潜
録
至
　
菰
掘

　
三
日

　
　
六
日

十
三
日

　
十
四
日

　
十
六
日

　
十
七
日

二
十
八
日

二
＋
九
日

同
和
委
貝
会

局
内
会
議

第
一
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
実
行
委
貝
会

税
務
小
委
員
会

局
内
会
議

日
宗
連
理
事
会

税
務
委
員
会

常
務
理
事
会

監冨

難．纈
進
…
．淵機首蘇、

に
罵ズお一軸

ｫ

ヨ■曇冨…

　　　　　葡　　　　粒　　　ギ　　ウ　灘謙

全
なし

く効く

チャンス・チャンスセール
灘懲懲舞薫撫嬬麹義麟馬簾の嚢i無難

霊7・rhな團
●安全●水なし●長く効く

いまがネコソギ粒剤を買うチャンス〃

ネコソギ粒剤は安全で、水にとかす必要もなく、散

布するだけの除草剤です。いま3ケースお買上げの

方に広い墓地も楽々散布ができる豆粒機を進呈中〃

ぜひこの機会にお買求めください。

いまがネコソギ粒剤を撒くチャンス〃

ネコソギ粒剤は雑草の生える前から草丈20Cb“までの

時に散布すると最も効果があり、その証約6ヵ月間

雑草の発生をおさえますので、その間は雑草なし〃

ぜひこの機会に墓地の除草をしてください。
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全
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